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研究成果の概要（和文）：近年、欧州諸国において多文化主義の限界が指摘されているが、それとともに公教育におけ
る宗教の扱い方も変化しているのかを主にイギリスについて調査した。明らかになったのは、多文化主義政策に呼応す
る従来の異文化理解的宗教教育から、市民性教育的宗教教育へと（少なくとも理念上は）方向転換が起きたことである
。日本では異文化理解は市民性教育の一部とみなされる傾向があるが、宗教を教育の対象とした場合、両者は相反する
特徴をも示す。欧米の文脈であれば、コミュニタリアンないし公共宗教論的と位置づけうる変化だが、トルコでは同種
の教育がイスラム側から必ずしも評価されていないという現状に着目し、その功罪を分析した。

研究成果の概要（英文）：It was in 2007 that the UK government issued a guidance which made it a duty for 
schools to promote “community cohesion.” Since then, religious education in England has been directed 
to contribute to the new duty more explicitly, and teaching materials with reference to the term have 
started to be published. This shift can be called “communitarian” (a la Sandel and Taylor) or 
“post-secular” (a la Habermas). It has concurred with the “religion in the public sphere” discussions 
within the study of religion as well as with the development of citizenship education. This research has 
examined the benefits and dangers of this shift, which is not confessional but normative nonetheless, by 
comparing it with a similar change in the quite different social context of Turkey. Examples were taken 
from religious education textbooks in England and in Turkey to show how the representations and 
applications of religion(s) have changed.
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１．研究開始当初の背景 
 
 2010 年にメルケル独首相が「（ドイツの）
多文化主義は失敗した」と発言し、続いてキ
ャメロン英首相も同様のことをイギリスに
ついて述べた。多文化主義政策は多文化共生
をもたらさず、かえって国内をエスニック集
団に分断し、マイノリティは疎外状況に置か
れ続けているという問題が指摘されるよう
になった。 
 ヨーロッパ諸国には、国教会が存在した歴
史的事情により、公立校でも宗教教育を現在
に至るまで必修としている国が多い。その中
でも特にイギリスの宗教教育は、キリスト教
の宗派教育から多文化主義教育（multi-faith, 
non-confessional approach＝多宗教的―非
宗派教育的アプローチ）へと、他のヨーロッ
パ諸国に先駆けて転換を遂げ、多文化共生に
貢献するものと評価されてきた。 
 ところが、そのイギリスにおいても、民族
対立、テロ事件が 21世紀に入って相次いだ。
その状況への対策として、イギリス政府は、
学校教育の主要な目標に「共同体の統合
community cohesion」を加えることを要請し
た。宗教教育や市民性教育は、そのために直
接的に役割を果たすと期待をかけられるよ
うになった。 
 それまでの多文化主義的宗教教育では「共
同体の統合」という目標を十分に達成できな
かったのだとすれば、そのどこに問題があり、
どう改善しなくてはならないのか。これに関
するイギリスの議論は、日本の公民教育（倫
理、国際理解教育、異文化理解教育など）に
どのような示唆を与えるだろうか。こういっ
た問いが、本研究を始める問題関心となった。 
 
２．研究の目的 

 
多文化主義導入の前、後、現在において、

公教育での宗教観、宗教の位置づけ、宗教の
扱いがどう変遷したかを、主としてイギリス
について分析する。比較のために、「共同体
の統合」という目的がヨーロッパ諸国よりも
強く意識されてきたトルコの宗教教育、また、
同時多発テロ事件以降、イスラムフォビア問
題が台頭しているアメリカの社会科教育に
おける宗教の扱いを分析する。 
共存と共生のための公教育は、多様性を尊

重するとともに、多様性を管理するという面
を持っている。この二重性が、宗教を対象と
する場合はどのように現れるかを明らかに
することは、現代社会において宗教と世俗社
会の関係がどう変わりつつあるのかという
より広い問題を解明することにつながる。 
 
３．研究の方法 
  
イギリスの 1950 年代から現在までの宗教

科の教科書、アグリードシラバス、教育に関
する政府文書を主な一次資料とし、宗教記述

や宗教の扱いの変化を調べた。教科書に関し
ては、2010 年代に出版されたものを約 30 冊、
2000 年代に出版されたものを約 50 冊、それ
以前に出版されたものを約100冊収集するこ
とができた。 
 さらに、教科書のみではわからないイギリ
スの教育の状況（たとえば合同礼拝の実施状
況）については、現地の学校の見学や、宗教
教育を専門とする研究者へのインタヴュー
を行った。 
 トルコに関しては宗教科教科書、宗教科の
ないアメリカに関しては歴史・社会科教科書
をそれぞれ、同様の観点から調べた。 
 結果を比較し、多文化主義の宗教教育への
影響と、ポスト・多文化主義的宗教教育の実
態とその特徴を明らかにした。 
 
４．研究成果 
 
（1）概観 
上述のように、多文化主義政策に呼応する、

従来の異文化理解的宗教教育によっては暴
動やテロの発生を防ぐことができなかった
イギリスにおいては、2000 年代中頃から宗
教教育の方向転換が起こった。これは共同体
の統合を目的（の一つ）とし、諸宗教の相互
理解だけでなく、生徒の社会参画を促し、討
議を通して宗教に関わる共通の社会的課題
の解決にともに取り組むことを可能にする
ための教育に向かうものである。宗教教育の
市民性教育的転回、ないしコミュニタリアン
的転回と名付けうる動向である。 
 異文化理解教育から市民性教育へという
この転回により、宗教の教え方に大きくは３
つの変化が起きていることが教科書の分析
からわかった。すなわち、 
 
①「宗教と暴力（テロ事件）」といった、か
つては避けていたトピックを正面からとり
あげるとともに、宗教の社会的役割や公益性
をも強調していること。 
異文化理解的宗教教育の段階では、「宗教

と暴力・差別」といった宗教の負の側面は、
扱いにくいトピックであった。お互いの宗教
のよい面のみを知る方が、共生につながると
見なされたためである。また、何よりも現場
の教師がそのようなデリケートな問題を、民
族・宗教的に多様な生徒から構成される教室
でとりあげることを敬遠した。 
それに対して、市民性教育型の宗教の授業

では、国内外のテロリズム、宗教対立・民族
対立・宗教差別・宗教による差別が題材とし
て積極的に使われ、対立の解消にはどうすべ
きかという問題が学習者に投げかけられて
いる。教員への支援としては、「宗教と暴力」
のテーマをどう扱うかという問題に特化し
た、ＨＰ上の教育情報・教育研究ウェッブ・
サイトが政府の支援により立ち上がり、運営
されている。 
また、宗教者の平和活動はもとより、国内



の諸宗教の団体・コミュニティが地域福祉活
動や国際的な支援活動を展開している状況
が詳しく述べられるようになった。それに伴
い、各宗教に関するキーワードも変化してい
る。ただし、その結果として、どの宗教も環
境を重視し、慈善活動に熱心で、平和を希求
しているというように、諸宗教が同質化され
る傾向も生じている。 
 
②討議の前提として各自の道徳的判断の根
拠を意識化させることにより、信者の描き方
においていわば「ロボット化」が生じている
こと。 
 これは政治哲学者マイケル・サンデルの授
業実践を通して、日本でも広く知られるよう
になった教育方法である。異文化理解的宗教
教育では、文化人類学風に、他の宗教の祭り
や習慣を理解し、親しむことに重きが置かれ
ていたが、それに対して市民性教育的宗教教
育では、公共哲学的観点から、共通の問題に
対して、市民による公的な討議を通して取り
組むために、諸宗教についても、その道徳
的・倫理的判断との関わりが注目されるので
ある。 
しかし、サンデル的な市民性教育の手法を

宗教に適用する場合は、あらゆる宗教の信者
が常に、宗教的根拠に基づき、一つひとつの
善悪判断を行い、行為を選択しているように
錯覚させるという問題もまた見受けられた。 
 
③討議を通して共通の価値を志向させるた
めに、他者の信仰を価値中立的に受け入れる
のではなく、それらに対し評価や助言をさせ
るようなアクティブ・ラーニングが増えてい
ること。 
 異文化理解的宗教教育では、他の宗教やそ
の信者に対して良い悪いの評価を行うこと
は、自分の価値観の押しつけになり、異文化
理解にならないとされていた。市民性教育型
宗教教育では、価値相対主義は、他者や社会
に対する無関心であり、それよりも、他者の
信仰や考えを尊重しつつも、積極的に意見表
明を行うことがよしとされる傾向がある。た
だし、そのような評価が、諸宗教の序列化に
ならないよう、注意が払われている。あくま
で個別の事例、特定の行為に対して、評価や
助言をすることが促されるのであり、「宗教」
単位での順位付けや優劣判断は避けられて
いる。 
 
以上の発見とその社会的意義を、イスラム

過激派による事件報道が相次ぐアクチュア
ルな国際状況に照らし、日本にとっても妥当
性をもつ議論になるよう、まとめている。 
 
（2）理論宗教学的観点から 
 （1）は教育学的観点から得られた成果だ
が、理論宗教学的観点では、宗教教育を現代
宗教現象の一部とみなしこれを社会学的に
分析することにより、次のような考察が得ら

れた。 
 イギリスの 2000 年代以降の状況は、公共
宗教論（公共圏と宗教の関係に関する議論）
に関連づけることができる。広義の公共宗教
論には、社会的紐帯の強化に宗教団体・者の
役割を認めるソーシャル・キャピタル論、公
共の討議において宗教団体・宗教者が伝統知
に基づく意見を表明するような市民社会を
築こうとする公共哲学という２つの主な系
譜があるが、現在のイギリスの宗教教育では、
この両者が合流し、かつその理念を実践に移
しているのである。 
 この新展開は、社会的文脈としては、①ポ
スト多文化主義のみならず②ポスト世俗主
義にも結びつけることができる。ポスト世俗
主義は世俗的な立場以外を認めるものであ
り、ポスト多文化主義よりも多文化主義に近
いという位置づけ方も理論上はあるのだが、
宗教教育の現状は①と②の両方に対して整
合的に分析することができる。 
①は、上記（１）で示した通りである。イ

ギリス宗教教育の特徴である、多宗教的―非
宗派教育的アプローチ（多様な宗教の生徒が
同じ教室で、様々な宗教について学ぶアプロ
ーチ）自体は変化していないが、異文化理解
を終着点とせず、センシティヴなトピックを
積極的にとりあげ、レジリエンスのある社会
の形成に貢献する宗教教育を推進するよう
になった。宗教の多様性を表す語として
pluralismよりもdiversityが多く使われるよ
うになった変化はこれに連動している。 
 ②ポスト世俗主義的文脈  イギリスは
国教制であり、公立校にも宗教系の学校が多
く存在し、宗教科が必修科目であるというよ
うに、もともと政教分離社会ではないのだか
ら、ポスト世俗主義という概念は該当しない
という見方もある。しかし、教科書の記述は、
Ｊ・カサノヴァやＪ・ハーバーマスが論じる
ような、公共圏における宗教の役割を、イギ
リス国内の主要６宗教すべてが果たしてい
る・しうることを強調するものに変化してい
る。具体的には、経済格差、生命・医療倫理、
同性愛者や他のマイノリティの人権、動物の
権利、環境保護などの問題について、各宗教
がどのような見解（ただし、内部でも多様な
見解）をもつのかを知り、生徒自身の意見と
比較する、あるいは信者と無宗教者間の対話
をロール・プレイ形式で行う（「探求の共同
体」を形成する）といった内容である。 
 さらに興味深いのは、①と②が合流するこ
とにより、公共宗教論言説にはない展開も見
られるということがある。たとえば、公共宗
教論では、世俗的な市場原理・科学主義の立
場と見なされがちな医療技術肯定の立場が、
宗教側にも存在するという記述がある。大英
帝国の植民地支配問題の扱いについても、学
術上のポストコロニアル～ポスト世俗主義
論の展開とは異なる動因による変化が見て
とれる。 
 



（3）トルコとの比較 
 トルコの宗教教育は、世俗主義勢力と親イ
スラム勢力の政治的対立の影響を受ける形
で変化してきた。1982 年に公立学校で「宗
教文化と道徳」という科目名で宗教教育が必
修化されたが、これは親イスラム勢力ではな
く世俗主義側による政策であり、その目的は、
宗教教育を国家が管理し、世俗主義の範囲内
での教育とすることだった。この宗教教育の
特徴は、①世俗的道徳がイスラムに先立ち、
前者の諸項目に合わせて、後者の教義・実践
が取捨選択されていること、②他宗教への寛
容が説かれ、それらとイスラムの価値観の共
通性が強調されていること、③世俗主義が信
教の自由を保障し、それがトルコの誇るべき
伝統であることが強調されていることであ
る。 
 2012 年の教育改革においては、親イスラ
ム側の巻き返しが起こり、イスラムの宗派校
であるイマーム・ハティプ中学校が再開され
るほか、公立校でも選択科目としてイスラム
中心的な宗教の授業が増加している。 
 
以上のトルコの状況をイギリスの宗教教

育と比較するならば、現在の市民性教育型の
宗教教育に近いのは、「宗教文化と道徳」の
授業である。それはすなわち、イギリスのポ
スト多文化主義的ともポスト世俗主義的と
も位置づけうるフェーズは、トルコではポス
ト世俗主義的な 2012 年以降ではなく、世俗
主義が宗教を管理する姿勢を明確に示した
1982～2012 年に対応するということである。 
このことは、イギリスに関しては、「公共

圏における宗教の役割」としてこのところ積
極的に評価されている現象も、公教育という
枠内でなされる限り、ある種の管理という面
を伴っていること、あるいは社会の安定とい
う上位の目的のもとで表れる副次的な現象
であることを示している。 
他方、トルコの 2012 年以降の状況は、そ

れが現在の国内のパワーバランスの産物だ
としても、対外的関係までを射程に入れるな
らば、安定に資しているのかについては疑問
が付されるだろう。ただし、2012 年以降の
状況は、市民性教育型の宗教教育を重視する
あまり、それに合わないイスラムの教義・実
践が取捨選択されてきたことに対する反動
とも理解できる。つまり、イスラムそのもの
を学ぶ宗教教育の増加は、市民性教育型の観
点を優先した宗教教育に対する不満の表れ
でもある。 
いずれの国においても、公教育において宗

教を尊重するということは、「宗教の社会的
意義を評価すること＝宗教側から見れば宗
教の利用」なのか、「宗教側の論理や要望を
優先すること」なのかという点が、根本的な
問題として浮上している。 
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